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子どもの権利擁護機関（相談室）の設置について 

 

１ 概要 

  武蔵野市子どもの権利条例（以下「条例」という。）では、子どもの権利を守るとともに、子どもの

権利が侵害された場合の救済を行うことを目的とし、市長の附属機関として子どもの権利擁護委員

（以下「擁護委員」という。）と、擁護委員を補佐するため、相談・調査専門員（以下「相談員」とい

う。）をおくこととされている。 

  令和６年４月から委嘱・任用した擁護委員及び相談員から意見を伺ったうえ、以下のとおり子ども

の権利擁護機関（相談室）を設置する。 

 

２ 機関（相談室）の名称 

  武蔵野市子どもの権利擁護センター 

  ※今後、子どもから愛称（通称）を募集する予定 

 

３ 設置日・設置場所 

  ・令和６年 10月１日（火） 

・市庁舎西棟７階（多文化共生・交流課の隣） 

 

４ 子どもの権利擁護センターの役割（条例第 27条第２項各号） 

(1) 子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な支援をすること。 

(2) 子どもの権利の侵害について、必要な調査をすること。 

(3) 子どもを権利の侵害から救済することを目的として、関係者間の調整を行うこと。 

(4) 子どもの権利の保障に関し、市に意見を述べること。 

(5) 子どもの権利の擁護に関し、普及啓発を推進すること。 

 

５ 運営体制等 

  (1)職員等 

   ・擁護委員  ３名（非常勤特別職）  

※いずれかの委員が週に１日程度勤務 

   ・相談員   ２名（会計年度任用職員） 

※月曜日から金曜日まで、午前９時から午後５時まで勤務 

   ・事務局職員 １名（子ども子育て支援課子どもの権利擁護機関設置準備担当係長） 

  (2)相談受付・対応日等 

   ・月、火、水、金曜日 午後１時から午後５時まで 

    ※ただし、事前に連絡を受けた場合等は、午前、夜間及び閉所日での相談等にも可能な範囲で

応じる。 

    ※上記以外の時間は、主に子どもの権利擁護センターの運営会議、ケース検討会議、関係機関

との連絡及び訪問等の活動を予定                  

 裏面あり 

武蔵野市子どもの権利条例 

マスコットキャラクター 

ミミワン 



 

６ 相談方法等 

  電話（フリーダイヤル）、来所、手紙及び専用フォームからの受付による相談を実施 

 

７ 今後のスケジュール 

  ・【開催中】７月 22 日（月）から９月１日（月）まで 開設記念イベント「ミミワンのおねがい」 

        ※景品交換期間は、８月 20日（火）から９月 30日（月）まで 

・９月下旬     内覧会 

・10月１日（火）  開設（相談受付の開始） 

 

 

（参考）開設記念イベント「ミミワンのおねがい」チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 子ども家庭部子ども子育て支援課 


